
被害者参加人のための国選弁護制度の概要

請求権者

裁判所による弁護士の選定

○ 申告書の記載方法等について助言

○ 被害者参加人から意見を聴いて，契約弁護士の中から
候補を指名し，裁判所に通知

○ 資力（現金，預金等）が一定の基準額に満たない被
害者参加人

注 「基準額」とは，標準的な３月間の必要生計費を勘案して一般
に弁護士の報酬及び費用を賄うに足りる額（政令で定める）

○ ３月以内に犯罪行為を原因として費用（例：治療費な
ど）を支出する見込みがあれば，その費用を資力から
控除

○ 原則として償還は不要。虚偽の資力申告書を提出し
て，裁判所の判断を誤らせた場合に限って償還

選定された弁護士が，被害者参加人の委託を受けて，被告人質問等を行う

日本司法支援センターによる弁護士への報酬及び費用の支払

日本司法支援センター
の協力

日本司法支援センター
を経由して請求
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